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三田市条例第  号 

 

三田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 三田市手数料条例（昭和５１年三田市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２７号の２の次に次の１号を加える。 

 (27)の３ 介護サービス事業者等の指定の審査に関する手数料 １件につき 

 区分 名称 手数料の額 

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第７８条の２第１項の規定によ

る指定地域密着型サービス事業者

（指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護事業者を除く。）

の指定の申請（当該申請に係る事業

所が本市の区域内にあるものに限

る。イの項からエの項まで、キの項

及びクの項において同じ。）に対す

る審査 

指定地域密着型サービス

事業者指定申請手数料 

２０，０００円

イ 介護保険法第７８条の２第１項の

規定による指定地域密着型サービ

ス事業者（指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護事業者に

限る。）の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護

事業者指定申請手数料 

３０，０００円

ウ 介護保険法第７８条の１２の規定

により読み替えて準用する同法第

７０条の２第４項において準用す

る同法第７８条の２第１項の規定

による指定地域密着型サービス事

業者（指定地域密着型介護老人福祉

指定地域密着型サービス

事業者指定更新申請手数

料 

１０，０００円



施設入所者生活介護事業者を除

く。）の指定の更新の申請に対する

審査 

エ 介護保険法第７８条の１２の規定

により読み替えて準用する同法第

７０条の２第４項において準用す

る同法第７８条の２第１項の規定

による指定地域密着型サービス事

業者（指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護事業者に限

る。）の指定の更新の申請に対する

審査 

指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護

事業者指定更新申請手数

料 

１５，０００円

オ 介護保険法第７９条第１項の規定

による指定居宅介護支援事業者の

指定の申請に対する審査 

指定居宅介護支援事業者

指定申請手数料 

２０，０００円

カ 介護保険法第７９条の２第４項に

おいて準用する同法第７９条第１

項の規定による指定居宅介護支援

事業者の指定の更新の申請に対す

る審査 

指定居宅介護支援事業者

指定更新申請手数料 

１０，０００円

キ 介護保険法第１１５条の１２第１

項の規定による指定地域密着型介

護予防サービス事業者の指定の申

請に対する審査 

指定地域密着型介護予防

サービス事業者指定申請

手数料 

１４，０００円

ク 介護保険法第１１５条の２１の規

定により読み替えて準用する同法

第７０条の２第４項において準用

する同法第１１５条の１２第１項

の規定による指定地域密着型介護

予防サービス事業者の指定の更新

指定地域密着型介護予防

サービス事業者指定更新

申請手数料 

７，０００円



の申請に対する審査 

ケ 介護保険法第１１５条の４５の５

第１項の規定による指定事業者（同

法第１１５条の４５第１項第１号

イ又はロに規定する事業を行う事

業者に限る。コの項において同じ。）

の指定の申請に対する審査 

指定事業者指定申請手数

料 

１４，０００円

コ 介護保険法第１１５条の４５の６

第４項において準用する同法第１

１５条の４５の５第１項の規定に

よる指定事業者の指定の更新の申

請に対する審査 

指定事業者指定更新申請

手数料 

７，０００円

別表第３７号中「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書又は第１３項

ただし書」に、同表第３９号の２、第４０号、第４６号、第４８号の２、第４９号、

第５４号及び第６１号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同表第７７号エからキ

までを次のように改める。 

  エ 準特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） ５７

０，０００円 

  オ 特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が１，０００キロリツトル以上５，０００キロリ

ツトル未満のもの ８８０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が５，０００キロリツトル以上１０，０００キロ

リツトル未満のもの １，０７０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が１０，０００キロリツトル以上５０，０００キ

ロリツトル未満のもの １，２００，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵 大数量が５０，０００キロリツトル以上１００，０００

キロリツトル未満のもの １，５２０，０００円 

(ｵ) 危険物の貯蔵 大数量が１００，０００キロリツトル以上２００，００

０キロリツトル未満のもの １，７８０，０００円 



(ｶ) 危険物の貯蔵 大数量が２００，０００キロリツトル以上３００，００

０キロリツトル未満のもの ４，０７０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵 大数量が３００，０００キロリツトル以上４００，００

０キロリツトル未満のもの ５，３４０，０００円 

(ｸ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上のもの ６，

４９０，０００円 

カ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が１，０００キロリツトル以上５，０００キロリ

ツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所 １，１８０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が５，０００キロリツトル以上１０，０００キロ

リツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所 １，４１０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が１０，０００キロリツトル以上５０，０００キ

ロリツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所 １，５８０，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵 大数量が５０，０００キロリツトル以上１００，０００

キロリツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所 １，９４０，０００円 

(ｵ) 危険物の貯蔵 大数量が１００，０００キロリツトル以上２００，００

０キロリツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 ２，２６０，０００円 

(ｶ) 危険物の貯蔵 大数量が２００，０００キロリツトル以上３００，００

０キロリツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 ４，５５０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵 大数量が３００，０００キロリツトル以上４００，００

０キロリツトル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 ５，８２０，０００円 

(ｸ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 ７，０７０，

０００円 



キ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル未満のもの ５，

９３０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上５００，００

０キロリツトル未満のもの ７，４７０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が５００，０００キロリツトル以上のもの １０，

９００，０００円 

 別表第８２号ウからオまでを次のように改める。 

  ウ 基礎・地盤検査 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が１，０００キロリツトル以上５，０００キロリ

ツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ４２０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が５，０００キロリツトル以上１０，０００キロ

リツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ５６０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が１０，０００キロリツトル以上５０，０００キ

ロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ７３０，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵 大数量が５０，０００キロリツトル以上１００，０００

キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ９６０，０００円 

(ｵ) 危険物の貯蔵 大数量が１００，０００キロリツトル以上２００，００

０キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 １，０９０，０００円 

(ｶ) 危険物の貯蔵 大数量が２００，０００キロリツトル以上３００，００

０キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 １，６６０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵 大数量が３００，０００キロリツトル以上４００，００

０キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 １，９００，０００円 

(ｸ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上の特定屋外タ

ンク貯蔵所 ２，１２０，０００円 

エ 溶接部検査 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が１，０００キロリツトル以上５，０００キロリ

ツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ５３０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が５，０００キロリツトル以上１０，０００キロ

リツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ６８０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が１０，０００キロリツトル以上５０，０００キ



ロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 １，０３０，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵 大数量が５０，０００キロリツトル以上１００，０００

キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 １，４１０，０００円 

(ｵ) 危険物の貯蔵 大数量が１００，０００キロリツトル以上２００，００

０キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 １，７８０，０００円 

(ｶ) 危険物の貯蔵 大数量が２００，０００キロリツトル以上３００，００

０キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ３，４３０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵 大数量が３００，０００キロリツトル以上４００，００

０キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 ４，１９０，０００円 

(ｸ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上の特定屋外タ

ンク貯蔵所 ４，８００，０００円 

オ 岩盤タンク検査 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル未満の屋外タンク

貯蔵所 ９，３２０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上５００，００

０キロリツトル未満の屋外タンク貯蔵所 １２，６００，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が５００，０００キロリツトル以上の屋外タンク

貯蔵所 １７，３００，０００円 

 別表第８４号ア及びイを次のように改める。 

 ア 特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が１，０００キロリツトル以上５，０００キロリ

ツトル未満のもの ３２０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が５，０００キロリツトル以上１０，０００キロ

リツトル未満のもの ４６０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が１０，０００キロリツトル以上５０，０００キ

ロリツトル未満のもの ７５０，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵 大数量が５０，０００キロリツトル以上１００，０００

キロリツトル未満のもの １，０２０，０００円 

(ｵ) 危険物の貯蔵 大数量が１００，０００キロリツトル以上２００，００

０キロリツトル未満のもの １，３００，０００円 



(ｶ) 危険物の貯蔵 大数量が２００，０００キロリツトル以上３００，００

０キロリツトル未満のもの ３，１５０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵 大数量が３００，０００キロリツトル以上４００，００

０キロリツトル未満のもの ３，８７０，０００円 

(ｸ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上のもの ４，

４６０，０００円 

  イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 

(ｱ) 危険物の貯蔵 大数量が１，０００キロリツトル以上４００，０００キ

ロリツトル未満のもの ２，６９０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵 大数量が４００，０００キロリツトル以上５００，００

０キロリツトル未満のもの ３，２３０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵 大数量が５００，０００キロリツトル以上のもの ４，

８３０，０００円 

   付 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


